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県北都市計画地区計画の決定に係る広域調整のための意見聴取に

ついて（回答） 

令和２年１２月２３日付け２都第１０６７号で照会のありましたこのことに

ついては、下記のとおりです。 

記 

１ 伊達市が定める伊達市堂ノ内地区計画（原案）に対する意見 

 

① 周辺地域、周辺市町村との連携について 

   大規模集客施設の立地は甚大かつ広域な影響を及ぼすことが懸念される

ため、持続可能な都市づくりの観点から、農村地域との共生や交通環境の

形成、地域振興の方策等について、計画段階から周辺地域、周辺市町村と

の十分な調整・連携が必要である。 

 

② 防災対策について 

   地区計画を決定しようとする位置にハザードエリア（阿武隈川の洪水浸

水想定区域）が含まれることから、地区内の防災対策について検討が必要

である。 

 

③ 環境への配慮について 

   現況が農地となっている土地を開発し大規模な建物や広大な駐車場が整

備される場合には、温室効果ガスの排出量増加など環境負荷が懸念される

ため、ＳＤＧｓの推進を念頭に置き、環境に配慮した計画となるよう検討

が必要である。 

 

 

２ 県の都市計画に対する意見 

   人口減少・高齢化などの社会変化に合わせて、県が平成２１年３月に策

定した都市づくりビジョンについても、今後、県北都市計画区域マスター

プラン見直しの中で原点に立ち戻って精査、議論していく必要がある。 
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